
令和４年度 事 業 報 告 書 

法人の名称  ＮＰＯ法人 神奈川区多文化共生の会 

 

１ 事業の成果 

ＮＰＯ法人としての体制整備を行うと同時に、会員拡充・広報活動に関する事業、神奈川区国際

交流ラウンジ設立に向けた活動を重点的に行いました。また、ＮＰＯ設立以前より継続している事業の

維持・拡大に努めました。 

・ＮＰＯ法人会計基準に従った財務諸表等を作成しました。 

・個人会員７名、団体会員４団体の増加がありました。 

      

ＮＰＯ法人神奈川区多文化共生の会が設立された令和４年１２月１９日から令和５年３月３

１日までの期間が令和４年度の事業年度です。令和４年度の活動は役員（理事５名、監事２名）

および正会員１１名で実施しました。 

（１） 多文化共生・交流に関する事業のうちコロナ禍で暫く中断していた反町駅前ふれあいサロンで行う

日曜サロン事業（異文化理解のためのトークリレー、中国文化に親しむ中国語を話そう！）を、コ

ロナ感染状況に応じて、再開しました。外国ルーツの方が講師となりその国の文化・習慣等を紹介

する異文化理解では、神奈川区国際交流の会（KANAK）に協力を頂きました。また、令和４年

６月に第１回（私の名前編）を開始した講師手作りの資料と寸劇を交えた中国語を話そう！で

は、１０月に第２回（あいさつ編）、２月に第３回（レストラン編）を実施しました。 

（２） 外国につながる子どもたちの学習支援事業として、かなっくホールで令和５年２月１日から 2 月５

日にかけて外国につながる子どもたちの写真展を開催しました。この写真展では夏休みに外国につな

がる子どもたちが作成した作品も展示しました。また、フォトジャーナリストの大藪さんが講師で行なっ

たギャラリートークでは参加した子どもたちへ、撮影した写真の良いところを肯定的な言葉で伝えてい

ました。 

（３） 外国人支援ボランティアに関する事業として「知る」をテーマとしたボランティアスキルアップ講座（全

３回）を六角橋地域ケアプラザで開催しました。 

■第１回は１月２１日。港北国際交流ラウンジと友ゆうスペースから、外国人に情報を届ける方 

法を学びました。 

■第２回は２月１８日。鶴見国際交流ラウンジの活動紹介と外国の子どもたちが作成したビデオ 

を鑑賞しました。さらに神奈川区で活動している４つのボランティア団体（ちゅうりっぷ菅田、ちゅう 

りっぷ神之木・新子安、反町日本語教室、たんぽぽ六角橋）から設立の経緯や現在の活動内 

容の報告会を行いました。 

■第３回は３月１１日。講師にSIDラボ代表の小山紳一郎先生を招き、「多文化共生ボランテ 

 ィアつぎの一歩に向けて」講座で多文化共生の現状とこれからや、ボランティア活動で大切なことを 

学び、グループワークを行いました。 

（４） 上記の追加講座として３月１９日に「共生のまちづくりネットワークよこはま」の飯田氏から当団体の

活動内容や地域連携調査とラウンジ調査から見えたことを学びました。 

（５） ＮＰＯ法人化をきっかけに、３月にホームページをリニューアルしました。 

 



   

 

 

２ 事業内容（特定非営利活動に係る事業） 

① 外国人支援に関する事業 

ア 外国につながる子どもたちの学習支援事業 

・内   容   外国につながる子どもたちの写真展の開催 

・日   時   令和５年２月１日～２月５日 

・場   所   かなっくホール ギャラリー 

・従事者人員  ３人 

・受益対象者  神奈川区民他 延べ９０人 

・支出額    １１６，９６９円 

イ 日本語教室事業（１） 

・内   容   乳幼児を持つ在住外国人への日本語学習指導 

・日   時   毎週（木） 

・場   所   反町駅前ふれあいサロン 

・従事者人員  2人 

・受益対象者  在住外国人 3 人 

・支出額    ０円 

ウ 日本語教室事業（２） 

・内   容   在住外国人への日本語学習指導 

・日   時   毎週（火） 

・場   所   はーと友神奈川 

・従事者人員  ２人 

・受益対象者  在住外国人 6 人 

・支出額    ０円 

エ 外国人支援ボランティアに関する事業 

・内   容   ボランティアスキルアップ講座の開催 

・日   時   令和 5 年 1月 21日、2 月 18日、3月 11日、3 月 19日 

・場   所   六角橋地域ケアプラザ（1 月 21日、2月 18 日、3月 11 日） 

          神奈川地区センター（3 月 19日） 

・従事者人員  延べ 32 人 

・受益対象者  神奈川区民他 延べ 70人 

・支出額     ２６４，５１３円 

オ 窓口相談事業（１） 

・内   容   外国の方に必要な生活情報の提供及び様々な相談や問い合わせへの対応 

・日   時   毎月（第１月曜日） 

・場   所   神奈川区役所５階交流室 

・従事者人員  2人 

・受益対象者  在住外国人 若干名 

・支出額    ０円 

 



   

 

 

カ 窓口相談事業（２） 

・内   容   外国の方に必要な生活情報の提供及び様々な相談や問い合わせへの対応 

・日   時   毎週（木） 

・場   所   反町駅前ふれあいサロン 

・従事者人員  1人 

・受益対象者  在住外国人 若干名 

・支出額    ０円 

② 多文化共生・交流に関する事業 

ア 日曜サロン事業（異文化理解） 

・内   容   在住外国人講師による母国の紹介、講演等を通じた異文化の理解 

・日   時   隔月（1 月，3月） 

・場   所   反町駅前ふれあいサロン 

・従事者人員  延べ 12 人 

・受益対象者  神奈川区民他 延べ 60人 

・支出額    １６，００８円 

イ 日曜サロン事業（中国文化に親しむ中国語を話そう） 

・内   容   在住中国の方による簡単な日常会話の中国語レッスン 

・日   時   隔月（12月，2月） 

・場   所   反町駅前ふれあいサロン 

・従事者人員  延べ 6 人 

・受益対象者  神奈川区民他 延べ 60人 

・支出額    １６，００８円 

③ 通訳・翻訳に関する事業 

ア 通訳・翻訳業務 

・内   容   通訳・翻訳業務について体制の整備 

・日   時   通年 

・場   所   主たる事務所 

・従事者人員  1人 

・受益対象者  神奈川区民若干名 

・支出額    ０円 

④ 広報・啓発に関する事業 

ア 情報発信事業 

・内   容   ホームページ、ＳＮＳによる情報発信のための体制の整備 

・日   時   通年 

・場   所   主たる事務所 

・従事者人員  1人 

・受益対象者  神奈川区民若干名 

・支出額    ０円 

 


